
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
福祉人材センター運営
事業

福祉職場への就業促
進を図るため福祉人
材の無料職業紹介
や、福祉の仕事就職
面接・相談会等のほ
か、職場体験学習や
広報啓発を実施する
福祉人材センターの
運営事業の委託

35,910,000
第167条の2第1項
第2号

　社会福祉法第93条により県は「福祉人材セ
ンター」を一個に限り指定することができ
る。社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会は平
成5年宮崎県告示第475号にて指定された唯一
の団体であり、当法人以外に受託できる団体
がないため。

福祉保健部
福祉保健課

2
社会福祉研修セン
ター事業

専門性を備えた質の
高い人材の養育・確
保を図るため、社会
福祉事業に従事して
いる職員等を対象に
社会福祉研修を実施
する事業の委託

38,037,000
第167条の2第1項
第2号

　社会福祉法第93条により県は「福祉人材セ
ンター」を一個に限り指定することができ
る。社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会は平
成5年宮崎県告示第475号にて指定された唯一
の団体であり、当法人以外に受託できる団体
がないため。

福祉保健部
福祉保健課

3
みやざきの福祉を支え
る、ひなたの人材確保
推進事業

福祉関係者と連携
し、小学生から高校
生まで各世代に応じ
た出前講座を実施
し、福祉の仕事に対
する理解促進を図る
とともに、高校生以
上の学生を対象にし
た福祉分野選択のた
めの事業所見学会を
開催する。

6,445,000
第167条の2第1項
第2号

　宮崎県社会福祉協議会は、社会福祉法第94
条に規定する「社会福祉事業等に関する啓発
活動を行うこと」や「社会福祉事業等従事者
の確保を図るために必要な業務を行うこと」
などの業務を適正かつ確実に行うことができ
ると知事が認め、同法第93条により「福祉人
材センター」に指定されている。
　本事業は若年層等に対し、福祉の仕事の理
解を深め、福祉分野への進路選択や就業を促
進するため、「福祉の仕事」出前講座の実施
や、福祉事業所見学会を開催するもので、本
事業を実施するために必要な福祉人材に関す
る専門的な知識、福祉事業所や関係機関との
ネットワークなどを有する団体は、社会福祉
法人宮崎県社会福祉協議会以外にはないた
め、当該協議会に随意契約により業務を委託
するものである。

福祉保健部
福祉保健課

4
重層的支援体制整備に
係る後方支援事業

地域共生社会を推進
する上で中核となる
地域福祉コーディ
ネーター、市町村職
員等の人材育成・ス
キルアップ研修等の
支援を行う。

2,600,000
第167条の2第1項
第2号

　平成19年度から県社会福祉協議会に委託し
て、地域福祉コーディネーターの養成研修を
行っていたが、令和2年度以降は養成した地域
福祉コーディネーターのスキルアップ等の研
修事業を県の補助事業として県社協に補助を
行いながら実施してきた。令和4年度より財源
（国庫補助）の要件が変わったことなどもあ
り、改めて県の委託事業として実施すること
になったが、これまで養成した地域福祉コー
ディネーターの9割以上は、社会福祉協議会や
社会福祉法人の職員であり、研修会等の参加
には社会福祉法人や団体等の理解が不可欠で
あるが、県内の福祉団体等の中心的役割を担
い、県内の社会福祉法人や団体等とのネット
ワークを有する宮崎県社会福祉協議会でなけ
れば、それらの社会福祉法人や各団体と調
整・連携を行い、本事業について理解や協力
を得ることができない。
　加えて、地域福祉コーディネーターは、国
庫補助の目的にもなっている重層的支援体制
整備事業の推進において中心的な役割を果た
せる人材としてスキルアップを行う必要があ
るが、そのような専門性を持った研修会を実
施できる団体は社会福祉法人宮崎県社会福祉
協議会以外にはないため、当該協議会に随意
契約により業務を委託するものである。

福祉保健部
福祉保健課

契約所管部局
・課（室）名

令和５年度　県と公社等との随意契約の締結状況

社会福祉法人　宮崎県社会福祉協議会

№ 契約の名称 契約の概要
契約金額
（税込）

（単位：円）

随意契約とした理由等
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5
高齢者権利擁護支援事
業

「地域包括ケアシス
テム」の構築を推進
していくため、高齢
者権利擁護支援セン
ターを設置し、市町
村や地域包括支援セ
ンター等における権
利擁護に関する業務
の支援を行う。

22,617,000
第167条の2第1項
第2号

・県社協は、判断能力が十分でない認知症高
齢者等のための「あんしんサポートセン
ター」において日常生活自立支援事業を実施
するとともに、高齢者虐待対応の相談対応
等、市町村や地域包括支援センターと連携し
て事業を実施しており、効果的に事業の執行
が行える。
・県社協は、県内全域の地域福祉の充実をめ
ざして様々な活動を実施しており、高齢者の
ほか、知的障害、精神障害等に対しても多様
な福祉サービスの利用援助を行うほか、福祉
サービス向上のための高いノウハウも独自に
蓄積している。
・県社協は、市町村、市町村社協や地域包括
支援センター等の施策・サービスなどの情報
を共有、提供する機能を有するなど、関係機
関の相互間のネットワーク化を全県域規模で
推進可能な唯一の団体である。
　以上のことから、この契約の目的を果たす
ことができる者は県社協以外にないことか
ら、当法人と随意契約を締結した。

福祉保健部
長寿介護課

6
成年後見制度利用促進
事業

認知高齢者等の権利
擁護のため、県内の
市町村社会福祉協議
会等による「法人後
見」受任体制の構築
を支援し、市民後見
人（法人後見支援
員）や法人後見専門
員の育成、成年後見
制度利用促進基本計
画に基づく広域的な
法人後見受任体制整
備を図る市町村によ
る連携検討会の開
催、地域住民への成
年後見制度への普
及・啓発活動等に対
する支援を行う。

6,950,000
第167条の2第1項
第2号

・県社協は、県内全域の地域福祉の充実をめ
ざして様々な活動を実施しており、平成27年4
月には、「権利擁護支援センター」を立ち上
げ、高齢者や障害者の権利擁護の強化の取組
を推進しているところである。これまで、成
年後見制度の市町村長申立等の研修やマニュ
アル作成などの実績を有するほか、昨年度も
市民後見人養成研修の実績を有しており、市
町村や市町村社協と連携して事業を実施して
おり、効果的に事業の執行が行える。
・県社協は、市町村、市町村社協や地域包括
支援センター等の施策・サービスなどの情報
を共有、提供する機能を有するほか、多様な
福祉サービスの利用援助、福祉サービス向上
のための高いノウハウも独自に蓄積して、全
県域規模で推進可能な唯一の団体である。
　以上のようなことから、この契約の目的を
果たすことができる者は、県社協以外にない
ことから、随意契約を締結した。

福祉保健部
長寿介護課

7
介護ロボット体験・普
及促進事業

介護ロボット展示・
体験コーナーの運営
業務の委託

3,148,000
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、介護ロボットの普及促進を目的
として、県福祉総合センターにおいて介護ロ
ボット展示・体験コーナーの運営を行う業務
である。
　社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会（以下
「県社協」という。）は、これまで高齢者総
合支援センター業務として福祉用具の展示等
を行うなど、本業務に関するノウハウと経験
があり、効果的な事業執行が可能である。
　また、当事業では各メーカーの介護ロボッ
トを公平に取り扱うことが求められるため、
公益性・公平性の高い社会福祉協議会が委託
先として適切であり、現時点では社会福祉法
人や市町村社会福祉協議会、介護ロボット・
福祉用具に関する関係機関との相互間のネッ
トワークを全県域規模で有するのは、唯一、
県社協のみである。
　以上のことから、現時点では当事業の目的
を果たすことができる者は県社協以外にいな
いことから、県社協と随意契約を締結するこ
ととしたものである。

福祉保健部
長寿介護課
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8
障害者権利擁護セン
ター運営事業

障害者虐待防止に関
する下記の業務
(1)使用者による虐待
の届出及び通報の受
理
(2)相談及び相談機関
のあっせん
(3)情報提供、助言及
び関係機関との連絡
調整
(4)広報・啓発活動
(5)虐待防止・権利擁
護研修

8,253,000
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、障害者権利擁護センターの機能
を果たすため、次の要件を満たす必要があ
る。
(1)虐待に関する十分な支援実績を有する
(2)障がい者の特性や、取り巻く現状を十分理
解している
(3)障がい福祉サービスの現状と課題に詳しい
(4)成年後見制度など公的支援制度について、
理解とノウハウを有する
(5)市町村、関係機関とネットワークを有する
　宮崎県社会福祉協議会は、障がい福祉や高
齢者福祉の多様な福祉サービスの支援等を行
い、全県規模のネットワークを構築している
ことから、同協議会と随意契約を締結するこ
ととしたものである。

福祉保健部
障がい福祉課
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